
 一 般 質 問 通 告 書 

順番 氏   名 質  問  事  項 質  問  の  要  旨 

１ 議席番号 ６番 

大 内 千嘉夫 

１ 不登校の取り組みについて （１）不登校の未然防止策及び今後の取り組みについてどのように考えているか。 

（２）不登校傾向（前兆期）の児童・生徒と保護者に対する施策及び今後の取り組みにつ

いてどのように考えているか。 

（３）不登校（混乱期）の児童・生徒に対する施策及び今後の取り組みについてどのよう

に考えているか。 

２ スポーツ振興について （１）幼児・児童・生徒のスポーツの活性化及び心技体向上策を含めたスポーツ振興の取り組

みをどのように考えているか。 

（２）生産年齢層から高齢者までのスポーツ振興の考え方及び今後についてどのような施策

を計画しているか。 

２ 議席番号 ２番 

佐 藤   武 

１ 安定した財源確保について （１）ましこ未来計画において令和７年度の町税徴収率の目標値を９４％としているが、

現状及び見込みはどのようになっているか。 

（２）徴収率の向上を図るためにどのような対策を講じているか。 

（３）ふるさと納税の進捗状況はどのようになっているか。 

２ 町内における放送・通信 

ネットワークについて 

 

（１）町内におけるケーブルテレビサービス開始に至るまでのスケジュール等は把握し

ているか。 

（２）町としてケーブルテレビ利用による町民のメリットをどのように考えているか。 

（３）町民の初期費用とランニングコストの負担軽減策は考えているか。 

（４）ケーブルテレビにおいて地元情報番組の活用をどのように考えているか 

３ 議席番号 ９番 

岩 﨑 秀 樹 

１ 学校教育について （１）ＩＣＴ教育導入後の学校の状況はどのようになっているか。 

（２）ＩＣＴ教育導入後の具体的な成果はどのようなものがあるか。 

（３）ＩＣＴ教育導入後に発生した新たな問題はどのようなものがあるか。 

（４）デジタル教科書導入はどのように考えているか。 

（５）学校区の再編成はどのように考えているか。 



２ 公共施設等の維持管理につ

いて 

（１）公共施設等総合管理計画の進捗状況はどのようになっているか。 

（２）施設・インフラ等のメンテナンスは十分行われているか。 

（３）現在取り組まなければならない喫緊の課題はどのようなものがあるか。 

（４）公共施設の統廃合はどのように考えているか。 

４ 議席番号１１番 

直 井   睦 

 

１ 行政評価について （１）行政改革及び業務の効力化を図るため、どのように行政評価の方法・指標を見直し

ているか。 

（２）現状において行政評価を実施する上で、どのような課題があるか。 

（３）新年度予算編成に伴い、どのように行政評価を実施したか。 

（４）ましこ未来計画において町民の役割として行政業務の客観的な評価に参加・協力す

ると示されているが、実状としてどのように行政評価に反映されているか。 

２ 公益通報制度について （１）本町の公益通報制度について、現状として窓口・調査方法・結果・是正措置等の運

用形態はどのようになっているか。 

３ 放送・通信ケーブルの利活

用について 

（１）民間事業者により、来年度から町内全域に光ファイバーケーブルが敷設される予定

であるが、町としてどのような利活用を考えているか。 

（２）町としてケーブル設置運営事業者へ要望している事項はあるか。 

（３）今後想定される町の費用等の負担はどのようなものが考えられるか。 

５ 議席番号１２番 

星 野 壽 男 

 

１ 芳賀郡中部環境衛生事務組

合（一部事務組合）の今後

について 

（１）町の清掃業務については一部事務組合で運営しているが、具体的にはどんな業務内

容となっているか。 

（２）敷地内にある最終処分場の水質検査を毎年行っているようだが、どのような結果報

告を受けているか。 

（３）以前に、まもなく事務組合を閉鎖し、跡地を益子町で管理して、民間事業者に委託

し利用する事案があったがその後どうなっているか。 

２ 屋内プール建設について 

 

（１）近年、温暖化により夏の気温が異常に高くなっているが、小・中学校のプールを利

用した授業に対し影響はないか。 

（２）熱中症など子供たちの安全を考えると、屋内プールの必要性を感じるがどのような

見解か。 



３ 未相続の土地・家屋につい

て 

（１）親族等がいないために、相続ができずに放置されている土地・家屋は、益子町では

現在どのくらいあるか。このことに対し、どのように捉えているか。 

（２）相続土地国庫帰属制度は承知しているが、この制度を利用せず、放置されている土

地・家屋はどのような扱いになるのか。 

 


